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（午後 ０時５８分 開会）

富本理事 ただいまより議会運営委員会理事会を開会する。

《定例会の追加提案事項について》

富本理事 本日は、定例会の追加提案事項があり、これについて事務局から説明を願う。

議会事務局次長 資料１をごらんいただきたい。「平成25年第１回区議会定例会追加提案

事項一覧」である。

追加提案は、平成25年度杉並区一般会計補正予算（第１号）である。この後、議会運

営委員会で理事者から説明がある。

富本理事 この件については、理事者から議運で説明があるので、よろしくお願いをする。

《杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程について》

富本理事 続いて、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程

について、この前まで話してきたが、これについて事務局から説明を願う。

議会事務局次長 先日の議会運営委員会で意見をいただき、規程については、２月28日、

資料２のとおり改定した。内容については、議論いただいた案１を基本に、別表の「研

修費」の項中「30,000円以下」を「10,000円以下」に改めた。

説明は以上。

富本理事 議長の訓令という形でこのように制定をしたので、次年度以降、政務活動費に

なるので、ご注意いただきたい。

《平成２４年度定期監査講評に基づく政務調査費収支報告書等作成時の注意について》

富本理事 続いて、平成24年度定期監査講評に基づく政務調査費収支報告書等作成時の注

意について、事務局から説明願う。

議会事務局次長 資料３をごらんいただきたい。「平成24年度定期監査講評に基づく政務

調査費収支報告書等作成時の注意について」ということでお配りした。特に指摘事項は

認められなかった。注意事項として、政務調査費収支報告書等に不備があるということ

で、記載漏れ等の指摘があった。この理事会終了後、各議員あてに、この資料３をポス

ティングする。

また、今年度の政務調査費の収支報告書等の最終提出期限は４月５日となっているの

で、特に今年度まだ一度も提出されてない議員は、早急に提出をお願いしたい。

富本理事 この定期監査の指摘は、結局きちっとした事前のチェックを事務局で受けてな
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いことが一番大きな問題なので、事務局のほうも再三再四要請しているので、それぞれ

の会派で、まだ一度も提出していない方がいたら、本当に厳しく言っていただきたい。

個人の方だけでなく議会全体の問題にもかかわるので、改めてよろしくお願いをする。

ここまでの件、よろしいか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

《「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

について》

富本理事 それでは続いて、「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早

期実施を求める意見書について、これは案を小松理事の会派から提案しているので、説

明を小松理事のほうからお願いする。

小松理事 それでは説明する。資料４である。

「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書に

ついて、ぜひ議決をできればという提案である。朗読する。

本年６月21日に超党派の議員により提案された原発事故子ども・被災者支援法（正式

名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支

えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」）が、衆議院本会議

において全会一致で可決成立した。

この支援法は、一定の線量以上の放射線被曝が予想される「支援対象地域」からの避

難、居住、帰還といった選択を、被災者がみずからの意思によって行うことができるよ

う、国が責任を持って支援しなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避

難した方には国の避難指示あるなしにかかわらず、移動・住宅・就学・就業、移動先自

治体による役務の提供を、避難しない方には、医療・就学・食の安全・放射線量の低

減・保養を支援すること、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援

を定めたものである。

しかし、法文には「支援対象地域」の具体的な範囲設定についてはうたわれていない。

また、本法律は総じて理念法の色彩が濃く、直ちに予算措置の裏づけを持った個別施策

が実施されるわけではない。支援施策の詳細についても定められていない。

本法律の理念を実現する上で、「基本方針」策定の過程においては、被災者・避難者

らの直面する困難な状況に対して真摯に耳を傾け、被災者・避難者らの参加を実現し、

本当に必要な施策がなされるような配慮が必要である。
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杉並区内にも、福島原発震災から避難してきた方、強制であれ自主的にであれ避難せ

ざるを得ず、市内に居住している方がいる。親族に被災者がいる区民も数多くいる。一

人一人の被災者、特に子どもたちに対する具体的な支援施策の早期実施と充実が求めら

れている。

よって、本区議会は、政府に対し、下記のことを要望する。

記

１ 公衆の追加被曝限度である、年間１ミリシーベルトを超える放射線被曝を余儀なく

されている地域全体を「支援対象地域」とすること。

２ 原発事故によってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている方々の

力となるよう、被災者の声を反映した実効性ある具体的な支援策を早期に実施すること。

３ 健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や、医療費の減免に関する規定

の実施を早期に行うこと。

上記、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

としている。

文頭、「本年」とあったのは「昨年」の間違いであった。

富本理事 これに関しては、以前からネット・みどりの会派からそれぞれの会派に働きか

けがあったと思うが、きょう正式に議題として載せた。結論については、きょうは時間

の関係もあるので、一度皆さんも改めて持ち帰りということにさせていただき、それで

またどこかの段階で理事会を開いて、これをどうしていくか対応をしていきたいと思う。

小松理事、それでよろしいか。

小松理事 はい。

富本理事 では、そのようにする。次回、予算特別委員会の後半のどこかの終了後とかに

理事会を開くことになるので、また日程はお知らせするが、そのときまでにそれぞれの

会派で結論を出しておいていただきたい。

小松理事 ちょっと追加で。この意見書のあて先として今考えているところを一応申し上

げておく。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、原子力経済被害担当大臣、復興大

臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、環境大臣を考えている。

富本理事 では、よろしくお願いをする。

《その他》
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(1) 吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練の実施に伴う緊急速報メールの配信について

富本理事 それでは続いて、その他。吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練の実施に伴う緊急

速報メールの配信について、事務局から説明願う。

議会事務局次長 資料５としてお配りした。これは、武蔵野市の防災課長から杉並の防災

課長あてに通知があったもので、吉祥寺駅周辺の帰宅困難者対策訓練で緊急速報メール

を配信する。日時が３月７日午後２時30分過ぎを予定している。配信エリアは一応武蔵

野市全域ということだが、近隣の区市に一部メールが来る可能性がある。実際本当に区

役所まで来るのかどうか確認はとれてないようだが、この時間帯に予算特別委員会が開

催されているので、ここに書いてあるとおり、マナーモードにしていても専用の着信音

が鳴る機種があるということで、鳴らさないようにするには携帯電話の電源を切ってお

いていただきたいということで通知があった。この時間帯だけで結構なので、切ってい

ただくか会派の部屋に置いていただければと思う。

これについては、各会派の部屋に通知を掲出したい、そういった形で周知を図る。

富本理事 訓練を行うということで、どうなるかわからないが、一応ご協力をお願いする。

１時から再開のときの前にでも事務局から一言、理事者もいるので、一言言った方が

よい。

(2) パソコン等機器の入れ替えについて

富本理事 続いて、会派控室のパソコンの入れかえについて、事務局から説明を願う。

議会事務局次長 現在使用しているパソコンは、25年３月末をもってリース期間満了とな

り、全台入れかえとなる。入れかえ予定日は一応３月30日を予定している。いろいろ都

合で、４月の当初に入る可能性はあるが、３月30日を予定している。パソコンに保存し

ているデータの移行方法等については、後日全議員あてにポスティングをする。

富本理事 リース期間満了ということなので、よろしくお願いをする。

一応本日の議題は以上だが、ほかに何かあるか。

議会事務局次長 本日の本会議だが、すぎなみニュースが取材でテレビカメラが議場に入

るということで連絡があった。

富本理事 では、本日の議会運営委員会理事会を閉会する。

（午後 １時０９分 閉会）


